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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙面をスキャンして得られた紙指紋情報と、紙指紋データを符号化した符号画像の紙面
上への合成処理である登録により前記紙面上に合成されている符号画像を復号した紙指紋
データとを取得する取得手段と、
　取得した前記紙指紋情報と前記紙指紋データとを照合する照合手段と
を有する画像処理装置であって、
　前記照合手段で照合できなかった場合、前記紙面上から紙指紋データの再登録を促す表
示を前記画像処理装置の表示部上に行う表示手段と、
　前記紙面上への紙指紋データの再登録を実行する実行手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　紙面をスキャンして得られた紙指紋情報と、紙指紋データを符号化した符号画像の紙面
上への合成処理である登録により前記紙面上に合成されている符号画像を復号した紙指紋
データとを取得する取得ステップと、
　取得した前記紙指紋情報と前記紙指紋データとを照合する照合ステップと
を含む画像処理方法であって、
　前記照合ステップで照合できなかった場合、前記紙面上から紙指紋データの再登録を促
す表示を前記画像処理装置の表示部上に行う表示ステップと、
　前記紙面上への紙指紋データの再登録を実行するステップと、
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を含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるコードからなるプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙指紋（紙紋とも称される）情報を取り扱うことができる画像処理装置及び
画像処理装置の制御方法及びプログラム及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住民票などの公的文書や、保険の証書など、またはその他の機密文書に関して原本を保
証することが重要な文書がある。印刷技術の向上により前記したような紙の書類をプリン
タや複写機などの画像形成装置で印刷することも行われてくるようになったのと同時に、
カラースキャナやカラー複写機を使用した偽造を防止することが必要になってきている。
【０００３】
　偽造を防止するための技術として、紙に印刷するときに地紋などのパターンを埋め込み
、複写した際に地紋が浮き出て印刷されるようにするなどの対処がされてきている。また
、紙自体に非接触ＩＣ、ＲＦＩＤのような半導体の部品を付加し、これらの半導体部品に
原本を保証するためのデータを書き込み、複写する場合はスキャナまたは複写機がこれら
の半導体部品から読み取った情報を記録し、複写の履歴を残すことも行われている。また
は、ユーザ認証と組み合わせて、半導体部品から読み取った情報とユーザ認証が行われな
い限り複写機で複写が行えないようにすることなどが行われつつある。
【０００４】
　さらに、印刷する際にユーザにとって視認性の悪いハーフトーンで特定のパターン情報
を不可視情報として埋め込んでおき、複写する場合スキャナや複写機が前記情報を読み込
んだ際、印刷動作を停止させることなども行われつつある。
【０００５】
　しかしながら、前記半導体部品などを紙に付加するためには紙自体の価格が上がってし
まう。また不可視情報を付加したり、非接触ＩＣやＲＦＩＤなどに対応するためにスキャ
ナや複写機に特別なハードウェアが必要になることもあり、コストが上がってしまうとい
う課題があった。また、前記不可視の情報もスキャナや複写機で読み取ることによって偽
造される可能性もあることが課題としてあった。
【０００６】
　この課題に対して、近年になり記録媒体である紙などの表面の繊維の並び方などが１枚
、１枚で異なることを利用する技術が開発されている。具体的には、スキャナや複写機な
どの読み取り手段によって、紙などの記録媒体の表面を読み取り、読み取った繊維の並び
方（紙指紋）などをパターンデータとしてデジタル情報に変換する。そして、このデジタ
ル情報を印刷時に紙に例えば不可視のハーフトーンなどで記録するというものである。こ
れにより、一度印刷された紙などの記録媒体を再び複写するために読み取った際、紙自体
がもつ繊維のパターン情報と、紙に印字されているデジタル情報に変換されたパターンデ
ータを比較することにより、原本であるか否かを保証することが行われつつある。この場
合、すでにあるスキャナやプリンタ、複写機を使用して、ソフトウェアの一部を修正する
ことにより低コストで原本の保証を行うことが可能となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この紙指紋を使用し、低コストで原本保障が可能になるが、原本自体が紙であるため、
折れや汚れ、また月日がたつにつれ磨耗してしまい、紙自体がもつ繊維のパターン情報が
変わってしまう。したがって、原本保障のため紙指紋の照合を行っても、照合に失敗して
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しまう可能性がある。こうしたことから、紙指紋の情報の再登録の仕組みが必要であり、
この再登録のための処理は、効率的に行われることが望まれる。
【０００８】
　また、原本の紙指紋照合ができなかった場合に、原本登録可能なユーザが同じ原本の紙
指紋の再登録を行った場合に、無効な情報まで紙指紋の照合のために使用されることにな
ると、照合時間も長くなってしまい、ユーザの利便性を損ねてしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本願発明の画像処理装置は、紙面をスキャンして得られた紙
指紋情報と、紙指紋データを符号化した符号画像の紙面上への合成処理である登録により
前記紙面上に合成されている符号画像を復号した紙指紋データとを取得する取得手段と、
取得した前記紙指紋情報と前記紙指紋データとを照合する照合手段とを有する画像処理装
置であって、前記照合手段で照合できなかった場合、前記紙面上から紙指紋データの再登
録を促す表示を前記画像処理装置の表示部上に行う表示手段と、前記紙面上への紙指紋デ
ータの再登録を実行する実行手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４３】
　紙指紋登録・照合システムにおいて、紙指紋の再登録が可能になり、かつ、不要な情報
（照合できない符号化情報）を読み取り不可能にすることで、照合時の照合時間を短縮す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下では、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
［第１の実施形態］
【００４５】
＜印刷システム＞
　はじめに、第１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明の実
施形態に係る印刷システムの構成を示すブロック図である。　
　このシステムではホストコンピュータ４０及び３台の画像形成装置（１０，２０，３０
）がＬＡＮ５０に接続されているが、本発明における印刷システムにおいては、これらの
接続数に限られることはない。また、本実施例では接続方法としてＬＡＮを適用している
が、これに限られることはない。例えば、ＷＡＮ（公衆回線）などの任意のネットワーク
、ＵＳＢなどのシリアル伝送方式、セントロニクスやＳＣＳＩなどのパラレル伝送方式な
ども適用可能である。
【００４６】
　ホストコンピュータ（以下、ＰＣと称する）４０はパーソナルコンピュータの機能を有
している。このＰＣ４０はＬＡＮ５０やＷＡＮを介してＦＴＰやＳＭＢプロトコルを用い
ファイルを送受信したり電子メールを送受信したりすることができる。またＰＣ４０から
画像形成装置１０、２０、３０に対して、プリンタドライバを介した印字命令を行うこと
が可能となっている。
【００４７】
　画像形成装置１０と２０は同じ構成を有する装置である。画像形成装置３０はプリント
機能のみの画像形成装置であり、画像形成装置１０や２０が有するスキャナ部を有してい
ない。以下では、説明の簡単のために、画像形成装置１０、２０のうちの画像形成装置１
０に注目して、その構成を詳細に説明する。
【００４８】
　画像形成装置１０は、画像入力デバイスであるスキャナ部１３、画像出力デバイスであ
るプリンタ部１４、画像形成装置１０全体の動作制御を司るコントローラ１１、ユーザイ
ンターフェース（ＵＩ）である操作部１２から構成される。
【００４９】
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＜画像形成装置１０＞
　画像形成装置１０の外観を図２に示す。　
　スキャナ部１３は、複数のＣＣＤを有している。このＣＣＤの感度が夫々異なっている
と、たとえ原稿上の各画素の濃度が同じであったとしても、各画素の濃度が夫々違う濃度
であると認識されてしまう。そのため、スキャナ部では、最初に白板（一様に白い板）を
露光走査し、露光走査して得られた反射光の量を電気信号に変換してコントローラ１１に
出力している。
【００５０】
　後述するように、コントローラ１１内のシェーディング補正部５００は、各ＣＣＤから
得られた電気信号を元に、各ＣＣＤの感度の違いを認識している。そして、この認識され
た感度の違いを利用して、原稿上の画像をスキャンして得られた電気信号の値を補正して
いる。さらに、シェーディング補正部５００は、後述するコントローラ１１内のＣＰＵ３
０１からゲイン調整の情報を受取ると、当該情報に応じたゲイン調整を行う。ゲイン調整
は、原稿を露光走査して得られた電気信号の値を、どのように０～２５５の輝度信号値に
割り付けるかを調整するために用いられる。このゲイン調整により、原稿を露光走査して
得られた電気信号の値を高い輝度信号値に変換したり、低い輝度信号値に変換したりする
ことができるようになっている。
【００５１】
　続いて、この原稿上の画像をスキャンする構成について説明する。　
　スキャナ部は、原稿上の画像を露光走査して得られた反射光をＣＣＤに入力することで
画像の情報を電気信号に変換する。さらに電気信号をＲ，Ｇ，Ｂ各色からなる輝度信号に
変換し、当該輝度信号を画像データとしてコントローラ１１に対して出力する。
【００５２】
　原稿は原稿フィーダ２０１のトレイ２０２にセットされる。ユーザが操作部１２から読
み取り開始を指示すると、コントローラ１１からスキャナ部１３に原稿読み取り指示が与
えられる。スキャナ部１３は、この指示を受けると原稿フィーダ２０１のトレイ２０２か
ら原稿を１枚ずつフィードして、原稿の読み取り動作を行う。なお、原稿の読み取り方法
は原稿フィーダ２０１による自動送り方式ではなく、原稿を不図示のガラス面上に載置し
露光部を移動させることで原稿の走査を行う方法であってもよい。
【００５３】
　プリンタ部１４は、コントローラ１１から受取った画像データを用紙上に形成する画像
形成デバイスである。なお、本実施例において画像形成方式は感光体ドラムや感光体ベル
トを用いた電子写真方式となっているが、本発明はこれに限られることはない。例えば、
微少ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に印字するインクジェット方式などでも適
用可能である。また、プリンタ部１４には、異なる用紙サイズ又は異なる用紙向きを選択
可能とする複数の用紙カセット２０３、２０４、２０５が設けられている。排紙トレイ２
０６には印字後の用紙が排出される。
【００５４】
＜コントローラ１１＞
　図３は、画像形成装置１０のコントローラ１１の構成をより詳細に説明するためのブロ
ック図である。　
　コントローラ１１はスキャナ部１３やプリンタ部１４と電気的に接続されており、一方
ではＬＡＮ５０やＷＡＮ３３１を介してＰＣ４０や外部の装置などと接続されている。こ
れにより画像データやデバイス情報の入出力が可能となっている。
【００５５】
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０３に記憶された制御プログラム等に基づいて接続中の各種
デバイスとのアクセスを統括的に制御すると共に、コントローラ内部で行われる各種処理
についても統括的に制御する。ＲＡＭ３０２は、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステム
ワークメモリであり、かつ画像データを一時記憶するためのメモリでもある。このＲＡＭ
３０２は、記憶した内容を電源ｏｆｆ後も保持しておく不揮発性ＳＲＡＭ及び電源ｏｆｆ
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後には記憶した内容が消去されてしまうＤＲＡＭにより構成されている。ＲＯＭ３０３に
は装置のブートプログラムなどが格納されている。ＨＤＤ３０４は、ハードディスクドラ
イブであり、システムソフトウェアや画像データを格納することが可能となっている。
【００５６】
　操作部Ｉ／Ｆ３０５は、システムバス３１０と操作部１２とを接続するためのインター
フェース部である。この操作部Ｉ／Ｆ３０５は、操作部１２に表示するための画像データ
をシステムバス３１０から受取り操作部１２に出力すると共に、操作部１２から入力され
た情報をシステムバス３１０へと出力する。
【００５７】
　ＮｅｔｗｏｒｋＩ／Ｆ３０６はＬＡＮ５０及びシステムバス３１０に接続し、情報の入
出力を行う。Ｍｏｄｅｍ３０７はＷＡＮ３３１及びシステムバス３１０に接続しており、
情報の入出力を行う。２値画像回転部３０８は送信前の画像データの方向を変換する。２
値画像圧縮・伸張部３０９は、送信前の画像データの解像度を所定の解像度や相手能力に
合わせた解像度に変換する。なお圧縮及び伸張にあたってはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＲ、Ｍ
Ｈなどの周知の方式が用いることができる。画像バス３３０は画像データをやり取りする
ための伝送路であり、ＰＣＩバス又はＩＥＥＥ１３９４で構成されている。
【００５８】
　スキャナ画像処理部３１２は、スキャナ部１３からスキャナＩ／Ｆ３１１を介して受取
った画像データに対して、補正、加工、及び編集を行う。なお、スキャナ画像処理部３１
２は、受取った画像データがカラー原稿であるのかまたは白黒原稿であるのかや、文字原
稿であるのかまたは写真原稿であるのかなどを判定する。そして、その判定結果を画像デ
ータに付随させる。こうした付随情報を属性データと称する。このスキャナ画像処理部３
１２で行われる処理の詳細については後述する。
【００５９】
　圧縮部３１３は画像データを受取り、この画像データを３２画素×３２画素のブロック
単位に分割する。なお、この３２×３２画素の画像データをタイルデータと称する。図４
は、このタイルデータを概念的に表している。読み取り前の紙媒体である原稿において、
このタイルデータに対応する領域をタイル画像と称する。なおタイルデータには、この３
２×３２画素のブロックにおける平均輝度情報やタイル画像の原稿上の座標位置がヘッダ
情報として付加されている。さらに圧縮部３１３は、複数のタイルデータからなる画像デ
ータを圧縮する。伸張部３１６は、複数のタイルデータからなる画像データを伸張した後
にラスタ展開してプリンタ画像処理部３１５に送る。
【００６０】
　プリンタ画像処理部３１５は、伸張部３１６から送られた画像データを受取り、この画
像データに付随させられている属性データを参照しながら画像データに画像処理を施す。
画像処理後の画像データは、プリンタＩ／Ｆ３１４を介してプリンタ部１４に出力される
。このプリンタ画像処理部３１５で行われる処理の詳細については後述する。　
　画像変換部３１７は、画像データに対して所定の変換処理を施す。この処理部は以下に
示すような処理部により構成される。
【００６１】
　伸張部３１８は受取った画像データを伸張する。圧縮部３１９は受取った画像データを
圧縮する。回転部３２０は受取った画像データを回転する。変倍部３２１は受取った画像
データに対し解像度変換処理（例えば６００ｄｐｉから２００ｄｐｉに変換）を行う。色
空間変換部３２２は受取った画像データの色空間を変換する。この色空間変換部３２２は
、所定の変換マトリクス又は変換テーブルを用いて公知の下地飛ばし処理を行ったり、公
知のＬＯＧ変換処理（ＲＧＢ→ＣＭＹ）を行ったり、公知の出力色補正処理（ＣＭＹ→Ｃ
ＭＹＫ）を行ったりすることができる。
【００６２】
　２値多値変換部３２３は受取った２階調の画像データを２５６階調の画像データに変換
する。逆に多値２値変換部３２４は受取った２５６階調の画像データを誤差拡散処理など
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の手法により２階調の画像データに変換する。
【００６３】
　合成部３２７は受取った２つの画像データを合成し１枚の画像データを生成する。なお
、２つの画像データを合成する際には、合成対象の画素同士が持つ輝度値の平均値を合成
輝度値とする方法や、輝度レベルで明るい方の画素の輝度値を合成後の画素の輝度値とす
る方法が適用される。また、暗い方を合成後の画素とする方法の利用も可能である。さら
に合成対象の画素同士の論理和演算、論理積演算、排他的論理和演算などで合成後の輝度
値を決定する方法なども適用可能である。これらの合成方法はいずれも周知の手法である
。
【００６４】
　間引き部３２６は受取った画像データの画素を間引くことで解像度変換を行い、１／２
，１／４，１／８などの画像データを生成する。移動部３２５は受取った画像データに余
白部分をつけたり余白部分を削除したりする。　
　ＲＩＰ３２８は、ＰＣ４０などから送信されたＰＤＬコードデータを元に生成された中
間データを受取り、ビットマップデータ（多値）を生成する。
【００６５】
＜スキャナ画像処理部＞
　図５にスキャナ画像処理部３１２の内部構成を示す。
【００６６】
　スキャナ画像処理部３１２は、ＲＧＢ各８ｂｉｔの輝度信号からなる画像データを受取
る。シェーディング補正部５００は、この輝度信号に対してシェーディング補正する。シ
ェーディング補正とは、上述したように、ＣＣＤの感度のばらつきによって原稿の明るさ
が誤認識されてしまうことを防止するための処理である。さらに、上述したように、この
シェーディング補正部５００は、ＣＰＵ３０１からの指示によりゲイン調整を行うことが
できるようになっている。
【００６７】
　続いて、この輝度信号は、マスキング処理部５０１によりＣＣＤのフィルタ色に依存し
ない標準的な輝度信号に変換される。
【００６８】
　フィルタ処理部５０２は、受取った画像データの空間周波数を任意に補正する。この処
理部は、受取った画像データに対して、例えば７×７のマトリクスを用いた演算処理を行
う。ところで、複写機や複合機では、図７における７０４タブの押し下げによりコピーモ
ードとして文字モードや写真モードや文字／写真モードを選択することができる。ここで
ユーザにより文字モードが選択された場合には、フィルタ処理部５０２は文字用のフィル
タを画像データ全体にかける。また、写真モードが選択された場合には、写真用のフィル
タを画像データ全体にかける。また、文字／写真モードが選択された場合には、後述の文
字写真判定信号（属性データの一部）に応じて画素ごとに適応的にフィルタを切り替える
。つまり、画素ごとに写真用のフィルタをかけるか文字用のフィルタをかけるかが決定さ
れる。なお、写真用のフィルタには高周波成分のみ平滑化が行われるような係数が設定さ
れている。これは、画像のざらつきを目立たせないためである。また、文字用のフィルタ
には強めのエッジ強調を行うような係数が設定されている。これは、文字のシャープさを
出すためである。
【００６９】
　ヒストグラム生成部５０３は、受取った画像データを構成する各画素の輝度データをサ
ンプリングする。より詳細に説明すると、主走査方向、副走査方向にそれぞれ指定した開
始点から終了点で囲まれた矩形領域内の輝度データを、主走査方向、副走査方向に一定の
ピッチでサンプリングする。そして、サンプリング結果を元にヒストグラムデータを生成
する。生成されたヒストグラムデータは、下地飛ばし処理を行う際に下地レベルを推測す
るために用いられる。入力側ガンマ補正部５０４は、テーブル等を利用して非線形特性を
持つ輝度データに変換する。
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【００７０】
　カラーモノクロ判定部５０５は、受取った画像データを構成する各画素が有彩色である
か無彩色であるかを判定し、その判定結果をカラーモノクロ判定信号（属性データの一部
）として画像データに付随させる。　
　文字写真判定部５０６は、画像データを構成する各画素が文字を構成する画素なのか、
網点を構成する画素なのか、網点中の文字を構成する画素なのか、ベタ画像を構成する画
素なのかを各画素の画素値と各画素の周辺画素の画素値とに基づいて判定する。なお、ど
れにもあてはまらない画素は、白領域を構成している画素である。そして、その判定結果
を文字写真判定信号（属性データの一部）として画像データに付随させる。
【００７１】
　紙指紋情報取得部５０７は、シェーディング補正部５００から入力されたＲＧＢの画像
データのうち所定の領域の画像データを取得する。ここで、この所定の領域の一例を図１
０に示す。用紙１０００はサイズがＡ４の用紙であり、その用紙内の１００１の領域１で
紙指紋を採取する。領域はこの位置に特定されるものではなく、用紙１０１０内の１０１
１の領域１のように、用紙１０００内の１００１の領域１と異なる位置であっても良い。
また、用紙１０２０のように、１０２１の領域１、１０２２の領域２、１０２３の領域３
のように、採取個所は１ヶ所でも良いし、複数箇所から採取することもできる。このとき
、採取した領域の位置を記憶しておく。
【００７２】
　ここで、紙指紋情報取得部５０７が行う紙指紋情報取得処理の詳細を説明する。図８は
、この紙指紋情報取得部５０７が行う紙指紋情報取得処理を示すフローチャートである。
【００７３】
　ステップＳ８０１では紙指紋情報取得部５０７において抽出された画像データをグレイ
スケールの画像データに変換する。　
　ステップＳ８０２では、ステップＳ８０１においてグレイスケールの画像データへ変換
された画像において、印刷や手書きの文字といった誤判定の要因となりうるものを取り除
いて照合を行うためのマスクデータを作成する。マスクデータは“ ０ ”または“ １ ”
の２値データである。グレイスケールの画像データにおいて、輝度信号値が第１の閾値以
上である（つまり、明るい）画素については、マスクデータの値を“ １ ”に設定する。
また、輝度信号値が第１の閾値未満である画素についてはマスクデータの値を“ ０ ”に
設定する。以上の処理を、グレイスケールの画像データに含まれる各画素に対して行う。
　ステップＳ８０３では、ステップＳ８０１においてグレイスケールに変換された画像デ
ータ及び、ステップＳ８０２において作成されたマスクデータの２つのデータを紙指紋情
報として保存する。　
　以上、紙指紋情報取得部５０７が行う紙指紋情報取得処理について説明した。
【００７４】
　引き続き、スキャナ画像処理部３１２の内部構成について説明する。　
　紙指紋情報取得部５０７は、上記所定領域の紙指紋情報を不図示のデータバスを用いて
ＲＡＭ３０２に送る。また、紙指紋情報取得部５０７は揮発性もしくは消去可能な不揮発
性のメモリを有する。したがって、入力されたＲＧＢの画像データのうち所定の領域の画
像データを取得するだけでなく、入力されるＲＧＢの画像をページで、もしくはページの
一部を格納する構成とすることもできる。このような構成の場合には、メモリの他にコン
トローラ（ＣＰＵ、ＡＳＩＣなど）を含む構成にし、ＣＰＵ３０１からのコマンドに応答
する構成もある。
【００７５】
　符号抽出部５０８は、マスキング処理部５０１から出力された画像データ内に符号画像
データが存在する場合には、その存在を検知する。そして、検知された符号画像データを
復号化して情報を取出す。符号抽出部５０８も紙指紋情報取得部５０７と同様に揮発性・
もしくは消去可能な不揮発性のメモリを有している。したがって、画像データ内に符号画
像データが存在する場合には、その存在を検知して、検知された符号画像データを復号化
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して情報を取出すだけでなく、入力されるＲＧＢの画像をページで、もしくはページの一
部を格納する構成とすることもできる。
【００７６】
　また、紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５０８は、符号抽出部５０８が復号化した
情報を紙指紋情報取得部５０７に渡すため、図示しないパスがある。ここで渡す情報とし
ては、後述する紙指紋を抽出する位置情報や紙指紋情報がある。さらに、ＣＰＵ３０１か
ら紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５０８に紙指紋照合コマンドが発行された場合に
は、この紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５０８が紙指紋の照合結果をＣＰＵ３０１
に返すこともできる。
【００７７】
＜プリンタ画像処理部３１５＞
　ここで、プリンタ画像処理３１５においてなされる処理の詳細について説明する。図６
に、このプリンタ画像処理３１５においてなされる処理の流れを示す。　
　下地飛ばし処理部６０１は、スキャナ画像処理部３１２で生成されたヒストグラムを用
いて画像データの下地色を飛ばす（除去する）。モノクロ生成部６０２はカラーデータを
モノクロデータに変換する。Ｌｏｇ変換部６０３は輝度濃度変換を行う。このＬｏｇ変換
部６０３は、例えば、ＲＧＢ入力された画像データを、ＣＭＹの画像データに変換する。
出力色補正部６０４は出力色補正を行う。例えばＣＭＹ入力された画像データを、所定の
変換テーブルや変換マトリックスを用いてＣＭＹＫの画像データに変換する。
【００７８】
　出力側ガンマ補正部６０５は、この出力側ガンマ補正部６０５に入力される信号値と、
複写出力後の反射濃度値とが比例するように補正を行う。中間調補正部６０６は、出力す
るプリンタ部の階調数に合わせて中間調処理を行う。例えば、受取った高階調の画像デー
タに対し２値化や３２値化などを行う。符号画像合成部６０７は、中間調補正部６０６で
補正された（原稿）画像と、ＣＰＵ３０１が生成、もしくは図示していない符号画像生成
部により生成した二次元バーコードなど特殊コードとの合成を行う。
【００７９】
　また、合成する画像については、図示しないパスを通って符号画像合成部６０７に渡さ
れる。また、符号画像合成部６０７は、中間調補正部６０６で補正された（原稿）画像と
符号画像との合成を行い出力するだけではない。図示しない手差しトレイに設置された原
稿や、カセット２０３、２０４、２０５に設置されている用紙をプリンタ部１４に排紙す
るタイミングに合わせ、符号画像を印字することもできる。後述する＜符号画像データの
合成例＞、＜紙指紋情報登録処理のタブが押下された際の動作＞では、本機能を主に使用
する。
【００８０】
　以上、プリンタ画像処理３１５においてなされる処理の詳細について説明した。
【００８１】
　なお、上述のスキャナ画像処理部３１２やプリンタ画像処理部３１５における各処理部
では、受取った画像データに各処理を施さずに出力させることも可能となっている。この
ような、ある処理部において処理を施さずにデータを通過させることは、「処理部をスル
ーさせる」と表現される。
【００８２】
＜紙指紋情報符号化処理＞
　次に、紙指紋情報符号化処理について説明する。　
　ＣＰＵ３０１は、紙指紋情報取得部５０７からＲＡＭ３０２に送られてきた所定領域の
紙指紋情報を読出し、当該読出された紙指紋情報の符号化処理を行って符号画像データを
生成すべく制御することが可能となっている。なお、本明細書では、符号画像とは、二次
元コード画像やバーコード画像といった画像のことを示す。
【００８３】
　さらに、ＣＰＵ３０１は、生成された符号画像データを不図示のデータバスを介して、
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プリンタ画像処理部３１５内の符号画像合成部６０７に送信すべく制御することが可能と
なっている。　
　なお、上記制御（符号画像の生成制御、送信制御）は、ＲＡＭ３０２内に格納された所
定のプログラムを実行することによって行われる
【００８４】
＜符号画像の合成例＞
　ここで、符号画像（符号化情報）の合成例を示し説明する。図１１に、符号画像の合成
例を示す。　
　たとえば用紙１０００の場合（図１１（Ａ））、領域１１０３に符号画像を配置する。
この符号画像内には、１００１の領域１の紙指紋情報と、この１００１の紙領域１の紙面
上での位置情報も付加しておく。このとき、この位置情報は符号画像とは別にして、合成
しても構わない。また、符号画像は、符号抽出部５０８が抽出可能であれば、可視でも不
可視でも構わない。また、符号画像１１０３のその位置も、特定の位置でなくても良い。
なお、符号画像（符号化情報）を不可視とする場合、符号画像が人の目に見え難い（識別
し難い）ものとなるように、透明トナーや、見え難いインク（イエロー）等を利用して印
刷を行う。この透明トナー等に関しては、特開平７－１２３２５０号公報、特開２００７
－１１０２８号公報等に開示されている。
【００８５】
　用紙１０１０の場合（図１１（Ｂ））は、領域１１１３に符号画像を配置する。同じく
、位置情報を付加しておく。また、符号画像１１１３に対する諸条件は、上記している符
号１１０３の場合と同じ条件である。　
　用紙１０２０の場合（図１１（Ｃ））は、領域１１２３に符号画像を配置する。この符
号画像内には、１０２１の領域、１０２２の領域２および１０２３の領域３の紙指紋情報
と、それぞれの領域の位置情報も付加しておく。
【００８６】
　このとき、紙指紋採取領域と符号画像の位置を関連付けるため、操作者は操作部上の指
示に従い、紙指紋情報の取得のためのスキャンを行う。その後、表裏、縦横など、指示さ
れた向きにて、用紙を用紙カセット２０３、２０４、２０５や、図示しない手差しトレイ
にセットする。あるいは、プリント時に用紙カセット２０３、２０４、２０５から用紙が
搬送される過程に図示しない読取装置を設置し、そこで紙指紋を採取した上で符号化を行
う。その後、符号画像データと印刷対象の画像データとを合成し、印字しても良い。
【００８７】
＜紙指紋情報照合処理＞
　ＣＰＵ３０１（中央処理装置）は、紙指紋情報取得部５０７からＲＡＭ３０２（第１の
メモリ）に送られてきた紙指紋情報を読出し、当該読出された紙指紋情報と他の紙指紋情
報とを照合すべく制御することが可能となっている。なお、他の紙指紋情報とは、符号画
像データ内に含まれる紙指紋情報のことを意味する。
【００８８】
　ここで、紙指紋情報照合処理の詳細について説明する。　
　図９は、この紙指紋情報照合処理を示すフローチャートである。本フローチャートの各
ステップＳは、ＣＰＵ３０１により統括的に制御される。
【００８９】
　ステップＳ９０１では、符号画像（符号化情報）内に含まれる紙指紋情報やサーバに登
録されている紙指紋情報（これらを被照合用紙指紋情報と称す）をＲＡＭ３０２（第２の
メモリ）から取出す。なお、本明細書においては、「登録する」とは、符号画像（符号化
情報）を紙面上に合成することや、サーバ等のコンピュータに登録することを意味するも
のとする。　
　ステップＳ９０２では、紙指紋情報取得部５０７から送られてきた紙指紋情報と、ステ
ップＳ９０１において取出された紙指紋情報との照合をするために、式（１）を用いて２
つの紙指紋情報のマッチング度合い（数値化された照合レベル）を算出する。なお、以下
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では、紙指紋情報取得部５０７から送られてきた紙指紋情報を照合用紙指紋情報と称し、
ステップＳ９０１において取出された紙指紋情報を被照合用紙指紋情報と称し説明する。
【００９０】
　この算出処理は、上記被照合用紙指紋情報と、照合用紙指紋情報とを比較照合するため
のものである。照合用紙指紋情報と被照合用紙指紋情報との間で、式（１）に示した関数
を使用し、照合処理を行う。なお、式（１）は、照合誤差を表している。
【００９１】
【数１】

【００９２】
　式（１）においてα1はステップＳ９０１で読み出された紙指紋情報（被照合用紙指紋
）中のマスクデータである。ｆ1（ｘ，ｙ）は、ステップＳ９０１で読み出された紙指紋
情報（被照合用紙指紋）中のグレイスケール画像データを表す。一方、α2はステップＳ
９０２で紙指紋情報取得部５０７から送信された紙指紋情報（照合用紙指紋）中のマスク
データである。ｆ2（ｘ，ｙ）は、ステップＳ９０２で紙指紋情報取得部５０７から送信
された紙指紋情報（照合用紙指紋）中のグレイスケール画像データを表す。
【００９３】
　なお、式（１）の（ｘ，ｙ）は、照合用および被照合用紙指紋情報中の基準となる座標
を表し、（ｉ,ｊ）は照合用および被照合用紙指紋情報の位置ずれを考慮したパラメータ
を表す。但し本発明では、位置ずれは無視できる程度のものと見なして、ｉ＝０，ｊ＝０
として処理を行う。
【００９４】
　ここで、この式（１）の意味を考えるために、ｉ＝０，ｊ＝０であり、かつ、α1（ｘ
，ｙ）＝１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）であり、かつ、α2（ｘ－ｉ，ｙ－ｊ）
＝１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）の場合を考えてみることにする。なお、ｎ，ｍ
は、照合する範囲が、横ｎ画素、縦ｍ画素の領域であることを表す。つまり、α1（ｘ，
ｙ）＝１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）であり、かつ、α2（ｘ－ｉ，ｙ－ｊ）＝
１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）の場合のＥ（０，０）を求めることにする。
【００９５】
　ここで、α1（ｘ，ｙ）＝１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）は、読み出された紙
指紋情報（被照合用紙指紋）の全ての画素が明るいことを示す。言い換えると、読み出さ
れた紙指紋情報（被照合用紙指紋）が取得された際には、紙指紋取得領域上には一切トナ
ーやインクなどの色材やゴミがのっていなかったことを示す。
【００９６】
　また、α2（ｘ－ ｉ，ｙ－ｊ）＝１（ただし、ｘ＝０～ｎ，ｙ＝０～ｍ）は、今回取得
した紙指紋情報（紙指紋情報取得部５０７から送信された紙指紋情報（照合用紙指紋））
の全ての画素が明るいことを示す。言い換えると、今取得されたばかりの紙指紋情報が取
得された際には、紙指紋取得領域上には一切トナーやインクなどの色材やゴミがのってい
なかったことを示す。
このように、α1（ｘ，ｙ）＝１とα2（ｘ－ｉ，ｙ－ ｊ）＝１とが全ての画素において
成り立つ時、式（１）は、
【００９７】

【数２】
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【００９８】
と表されることになる。　
　この式中の｛f1（ｘ，ｙ）－ｆ2（ｘ，ｙ）｝2は、読み出された紙指紋情報（被照合用
紙指紋）中のグレイスケール画像データと、紙指紋情報取得部５０７から送信された紙指
紋情報（照合用紙指紋）中のグレイスケール画像データとの差の二乗値を示す。従って、
この（１）式は、二つの紙指紋情報同士の各画素における差の二乗を合計したものになる
。つまり、ｆ1（ｘ，ｙ）とｆ2（ｘ，ｙ）とが似ている画素が多ければ多いほど、このＥ
（０，０）は、小さな値を取ることになる。
【００９９】
＜αの意義＞
　式（１）の分子は、｛ｆ1（ｘ，ｙ）－ｆ2（ｘ－ｉ，ｙ－ｊ）｝2に対してα1とα2と
がかけられた結果を意味する（正確には、さらにΣ記号により合計値が求められている）
。このα1とα2は、濃い色の画素は０、薄い色の画素は１を示す。従って、α1とα2との
うちどちらか一方（又は両方）が０の場合には、α1α2｛ｆ1（ｘ，ｙ）－ｆ2（ｘ－ｉ，
ｙ－ｊ）｝2は０になることになる。
【０１００】
　即ち、どちらか一方（または両方）の紙指紋情報において対象とする画素が濃い色であ
った場合には、その画素における濃度差は考慮しないことを示している。これは、ゴミや
色材がのってしまった画素を無視するためである。この処理では、Σ演算により合計する
数が増減するため、総数Σα1（ｘ，ｙ）α2（ｘ－ｉ，ｙ－ｊ）で割ることで正規化を行
う。
【０１０１】
　ステップＳ９０３では、ステップＳ９０２において求められた２つの紙指紋情報のマッ
チング度合いと所定の閾値（許容条件）との比較を行って、「有効」か「無効」を決定す
る。
【０１０２】
　以上では、紙面の１箇所から取得した紙指紋を基とした照合を行う場合を説明した。他
の態様として、紙面の複数箇所から複数の紙指紋を取得し、その情報とそれに対応する複
数の被照合用紙指紋情報とのマッチング度合いを所定の閾値（許容条件）と比較を行って
、許容条件を満たした個数で「有効」か「無効」を決定することもできる。
【０１０３】
　以上、コントローラ１１についての説明を行った。以下では、操作画面について説明す
る。
【０１０４】
＜操作画面＞
　図７は画像形成装置１０の操作部１２における初期画面である。　
　領域７０１は操作部１２の表示部であり、ここでは画像形成装置１０がコピーできる状
態にあるか否かを示し、かつ設定したコピー部数（図の例では「１」）を示す。原稿選択
タブ７０４は原稿のタイプを選択するためのタブであり、このタブが押し下げられると文
字、写真、文字／写真モードの３種類の選択メニューがポップアップ表示される。応用モ
ードタブ７０５は、縮小レイアウト（複数枚の原稿を１枚の用紙に縮小印字する機能）や
、カラーバランス（ＣＭＹＫの各色微調整）などの設定を行うためのタブである。フィニ
ッシングタブ７０６は各種フィニッシングに関わる設定を行うためのタブである。両面設
定タブ７０７は両面読込み及び両面印刷に関する設定を行うためのタブである。
【０１０５】
　読み取りモードタブ７０２は原稿の読み取りモードを選択するためのタブである。この
タブが押し下げられるとカラー／ブラック／自動（ＡＣＳ）の３種類の選択メニューがポ
ップアップ表示される。なお、カラーが選択された場合にはカラーコピーが、ブラックが
選択された場合にはモノクロコピーが行われる。また、ＡＣＳが選択された場合には、上
述したモノクロカラー判定信号によりコピーモードが決定される。領域７０８は、紙指紋
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情報登録処理を選択するためのタブである。紙指紋情報登録処理については、後述する。
領域７０９は、紙指紋情報照合処理を選択するためのタブである。
【０１０６】
＜紙指紋情報照合処理を選択するためのタブが押下された際の動作＞
　ここで、図７に示す紙紋紙指紋情報照合タブ７０９がユーザにより押下された後にスタ
ートキーが押下された際の動作について説明する。図１２は、この動作を説明するフロー
チャートである。
【０１０７】
　ステップＳ１２０１では、ＣＰＵ３０１は、スキャナ部１３で読み取られた原稿を、画
像データとしてスキャナＩ／Ｆ３１１を介してスキャナ画像処理部３１２に送るように制
御する。　
　ステップＳ１２０２では、スキャナ画像処理部３１２は、この画像データに対して、前
述した図５に示す処理を行い、新たな画像データと共に属性データを生成する。また、こ
の属性データを画像データに付随させる。
【０１０８】
　さらに、スキャナ画像処理部３１２は、前述の一般的なゲイン調整値よりも小さいゲイ
ン調整値を、シェーディング補正部５００に設定する。そして、画像データに対して上記
小さいゲイン調整値を適用することで得られた各輝度信号値を紙指紋情報取得部５０７に
対して出力する。その後、この出力データに基づいて、紙指紋情報取得部５０７が、紙指
紋情報を取得する。紙指紋情報の取得における位置決めは、紙面の予め定められた固定位
置にある場合にはその固定位置から紙指紋を取得する。一方、紙指紋の取得位置が任意と
されている場合には、符号抽出部５０８にて前述の符号化情報を復号化し、復号化した情
報に含まれる紙指紋の位置情報から、紙指紋情報の取得位置を決定する。そして、当該取
得された紙指紋情報を不図示のデータバスを用いてＲＡＭ３０２に送る。
【０１０９】
　さらに、このステップＳ１２０２では、スキャナ画像処理部３１２内の符号抽出部５０
８は、紙面に符号画像が存在する場合に、当該符号画像を復号して情報（復号した紙指紋
データ）を取得する。そして、取得された情報を不図示のデータバスを用いてＲＡＭ３０
２に送る。　
　ステップＳ１２０３では、ＣＰＵ３０１は、紙指紋情報照合処理を行う。この紙指紋情
報照合処理については、前述した＜紙指紋情報照合処理＞の項目で、図９を用いて説明し
たとおりである。
【０１１０】
　ステップＳ１２０４では、ＣＰＵ３０１は、＜紙指紋情報照合処理＞により得られた結
果、照合できたのか、できなかったのかを判断する。照合できた場合には、ステップＳ１
２０５にて照合できたことを操作部１２の表示画面上に表示する（図１３（Ａ）を参照）
。照合できなかった場合には、ステップＳ１２０６にてユーザに再登録を促す（再登録促
進）か否かをＣＰＵ３０１は判断する。判断方法としては、マッチング度合いと所定の閾
値との差分で判断する。そして、再登録を行うかを確認するため、ステップＳ１２０７に
て操作部１２の表示画面上に再登録を行うかの確認メッセージを表示する（図１３（Ｂ）
を参照）。このとき、第３者による再登録を防止するため、ユーザの認証を行うのが望ま
しい。以上が通常の流れである。しかし、マッチング度合いが閾値をあまりにも下回って
いた場合（非許容条件を満たす場合）には、再登録を促すメッセージは表示せず、ステッ
プＳ１２０８にて照合できなかった旨を示すメッセージを操作部１２の表示画面上に表示
する（図１３（Ｃ）を参照）。なお、上記非許容条件は、上記許容条件と同様予め設定さ
れる。
【０１１１】
＜紙指紋情報登録処理のタブが押下された際の動作＞
　続いて、図１４を参照し、図７に示す紙紋紙指紋情報登録タブ７０８がユーザにより押
下された後にスタートキーが押下された際に、実行される紙紋紙指紋情報登録処理につい
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て説明する。
【０１１２】
　ステップＳ１４０１では、ＣＰＵ３０１は、スキャナ部１３で読み取られた原稿を、画
像データとしてスキャナＩ／Ｆ３１１を介してスキャナ画像処理部３１２に送るように制
御する。ユーザは、スキャンが終了すると、印刷トレイに原稿をのせておく。ステップＳ
１４０２では、スキャナ画像処理部３１２は、この画像データに対して前述した図５に示
す処理を行い、画像データと共に属性データを生成する。また、この属性データを画像デ
ータに付随させる。
【０１１３】
　さらに、このステップＳ１４０２では、スキャナ画像処理部３１２内の紙指紋情報取得
部５０７は、紙指紋情報を取得する（紙指紋情報を取得するために、シェーディング補正
部５００のゲイン調整を行うなどのための構成は上述した通りである）。また、紙指紋を
抽出する箇所は、１箇所でも良いし、複数箇所でも良い。そして、当該取得された紙指紋
情報を不図示のデータバスを用いてＲＡＭ３０２に送る。
【０１１４】
　このとき、紙指紋情報を取得する領域は、操作画面上に原稿画像をプレビューしたり、
あるいはイメージ図を描画し、操作者に位置を指定させても良いし、ランダムに決めても
良い。また、下地の信号レベルから、たとえば下地部を自動で決定したり、あるいはエッ
ジ量などを見て、紙指紋情報を取得するのに適切な画像領域内を自動で選択しても良い。
【０１１５】
　符号抽出部５０８では、ステップＳ１４０３において、符号画像が原稿上にあるかを検
知する。符号画像がない場合はステップＳ１４０４で、ＣＰＵ３０１は、ステップＳ１４
０２で取得した紙指紋情報を符号化して符号画像データを生成し、当該生成された符号画
像データをプリンタ画像処理部３１５内の符号画像合成部６０７に送信する制御をする。
また、符号画像データには、ステップＳ１４０２で取得した紙指紋の位置情報も含まれて
いる。
【０１１６】
　ステップＳ１４０５では、図６の６０１から６０６の処理部は画像を入力しない。ここ
では、画像合成部６０７のみ有効にし、印刷トレイにセットされている原稿のプリンタ部
１４への出力とタイミングを合わせ、ステップＳ１４０４で生成された符号画像データを
原稿上に印字し、出力する。　
　ステップＳ１４０３で符号画像を検知した場合は、ステップＳ１４０６で、この符号画
像の位置及びサイズをＣＰＵ３０１は記憶しておく。
【０１１７】
　ステップＳ１４０７でＣＰＵ３０１は、スキャナ画像処理部で取得される第２の紙指紋
情報を符号化して符号画像データを生成し、当該生成された符号画像データをプリンタ画
像処理部３１５内の符号画像合成部６０７に送信すべく制御する。符号画像データには、
ステップＳ１４０２で取得した紙指紋の位置情報とステップＳ１４０６で取得した符号画
像データの位置及びサイズの情報も含まれている。なお、上記第２の紙指紋情報は、ステ
ップＳ１４０３で検出された符号画像と同一の位置から取得してもよいし、異なる位置か
ら取得してもよい。
【０１１８】
　ステップＳ１４０８で、ステップＳ１４０３で検知した符号画像を次回以降、符号抽出
部で抽出不可能にするかの指示を受けるための表示を操作部１２の表示パネルに表示する
。ユーザにより抽出不可能と設定された場合には、ステップＳ１４０９で、画像合成部３
２７で、ステップＳ１４０６で記憶した符号画像データのある場所に、ＣＰＵ３０１は黒
ベタの画像を生成し、プリンタ画像処理部３１５に出力する。目的としては、黒ベタの合
成を符号画像データに行うことにより、次に本原稿が照合される場合に、この符号画像デ
ータを読み取り不可能にして、不要な符号画像の読み込み処理を削減し、全体の処理時間
の増加を防ぐためである。ここでは、合成する画像を黒ベタとしているが、黒ベタでなく
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ても符号抽出部において符号画像を抽出不可能にできる合成画像であれば何でも良い。符
号画像上に合成する合成画像について、例を図１５に示す。
【０１１９】
　ここで話を元に戻す。ステップＳ１４１０で、図６の６０１から６０６の処理部にはス
テップＳ１４０９で生成した黒ベタ画像のみを通す。そして、印刷トレイにセットされて
いる原稿のプリンタ部１４への搬送と画像形成のタイミングを合わせ、上記黒ベタ画像と
ステップＳ１４０４で生成された符号画像データを原稿上に印字し、プリンタ部１４より
原稿を出力する。
【０１２０】
　この時、符号画像を原稿上に印字する位置は、ステップＳ１４０６で検知した符号画像
の位置と違う場所に合成されるようにＣＰＵ３０１が制御する。その場合、ユーザに操作
部１２から合成位置を指定させても良いし、属性データから原稿の白地の箇所に自動で合
成位置を決めることもできる。
【０１２１】
　ステップＳ１４０８において、ユーザにより抽出可能と設定された場合には、印刷トレ
イにセットされている原稿のプリンタ部１４への搬送と画像形成のタイミングを合わせ、
ステップＳ１４０４で生成された符号画像データを原稿上に印字する。そして、プリンタ
部１４より原稿を出力する。符号画像を原稿上に印字する位置は、ステップＳ１４１０で
記述した通りである。
【０１２２】
＜登録処理で入力・出力される原稿の例＞
　図１５に、図１４に示した登録処理によって入力・出力される原稿の一例を示す。ここ
では主に、ステップＳ１４０３にて検出された符号画像を、次回のスキャン時に抽出でき
なくするための手法を示している。
【０１２３】
　図１５（Ａ）は、まだ紙指紋登録されていない原稿を示している。　
　図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）の原稿を図１４に示した登録処理により、紙指紋登録し
た場合の原稿を示している。この例の場合、ステップＳ１４０３にて符号画像が検知され
ないので、ステップＳ１４０１からステップＳ１４０５の処理が行われる。ここでは、原
稿の右下の紙指紋１とこの紙指紋１の位置情報とを符号化した符号画像１を、原稿左上に
合成し出力している。　
【０１２４】
　図１５（Ｃ）は紙指紋登録されている原稿であり、原稿の右下の紙指紋１とこの紙指紋
１の位置情報とを符号化した符号画像１を、原稿左上に合成し出力した例である。図１５
（Ｄ）から図１５（Ｇ）は、図１５（Ｃ）の原稿を図１４に示した登録処理により、紙指
紋登録した場合の原稿の諸例を示している。
【０１２５】
　図１５（Ｃ）をスキャンし登録処理を行った場合、ステップＳ１４０３にて符号画像が
検知されるので、ステップＳ１４０１からステップＳ１４０３、そしてステップＳ１４０
６からステップＳ１４１０の処理が行われる。図１５（Ｄ）は、ステップＳ１４０９で符
号画像１を黒ベタに塗りつぶしている。またこの例では、原稿左下の紙指紋２とこの紙指
紋２の位置情報と、符号画像１の位置・サイズ情報を符号化した符号画像２を原稿右上に
合成し出力している。
【０１２６】
　図１５の（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）は、図１５（Ｄ）とステップＳ１４０９で生成される
合成画像のみ違っている。図１５（Ｅ）は、符号画像１を符号抽出部５０８が検知する方
法がパターンマッチングによる場合の例であり、ここでは符号画像の左上と右下に符号検
出用のパターン（レジストレーションマーク）がある場合を示している。この例では、パ
ターンマッチングのためのパターン部のみ読み取り不可能としている。
【０１２７】
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　図１５の（Ｆ）、（Ｇ）は、符号抽出部５０８が、符号画像１に任意であるが所定のマ
ークがある（上書きされている）場合には符号画像を検出しないとした例であり、ここで
は所定のマークを×印とレ点にしている。これらは例示に過ぎず、使用できるマークはこ
の２つに縛られるものではなく、符号抽出部５０８が符号画像を検出しないよう動作する
マークであれば任意のものが使用できる。
【０１２８】
　図１５の（Ｈ）、（Ｉ）、（Ｊ）は、上記図１５の（Ｄ）～（Ｇ）にて示した符号画像
上に画像を印字する方法とは別の方法で、符号抽出部５０８で、有効でない符号画像を検
出しないようにするための手法の一例を示している。　
【０１２９】
　図１５（Ｈ）の符号情報Ａには、符号画像１と２のどちらが有効かを示す情報が符号化
されている。本例は、上述した図１５の（Ｄ）～（Ｇ）のように符号画像上に符号抽出部
５０８が符号を抽出できないように黒ベタを印字したり、任意のマークを印字するのでは
ない。本例では、次回スキャン時に読み取った符号画像Ａから、符号画像１と符号画像２
のどちらが有効かを示す情報を取得し、有効な符号画像から有効な紙指紋と紙指紋取得位
置を取得する。
【０１３０】
　図１５（Ｉ）は、図１５の（Ｈ）を再度登録し、どの符号画像が有効かを示す符号画像
Ｂが原稿に印字されている。図１５（Ｉ）の符号画像Ｂには、符号画像３が有効であるこ
とを示す情報が符号化されている。　
【０１３１】
　図１５（Ｊ）は、原稿を照合する時に、どの向きでスキャンされても確実に符号情報Ａ
が最初にスキャンされるように、どの符号画像が有効かを示す符号画像Ａが原稿の対角と
なる２隅に配置されている。照合・登録処理時に、一番最初にどの符号画像が有効かを示
す符号情報Ａを符号抽出部５０８において抽出することにより、どの符号画像が有効なの
かを一番最初に認識することで、有効な符号画像をデコードするまでの時間を短縮するこ
とができる。
【０１３２】
　なお、図１５の（Ｈ）～（Ｊ）において、どの符号画像が有効なのかを、別の符号画像
（上記符号情報）で識別したが、このような符号情報に限らず、どの符号画像が有効なの
かを示すマークなどで識別しても良い。
【０１３３】
［第２の実施形態］
＜紙指紋照合失敗時に、再登録処理をする際の動作＞
　図１６を参照し、紙指紋の照合を行った結果照合できず、ユーザが紙指紋の再登録を行
う際の動作フローを説明する。ここでは、図１７（Ｂ）の原稿に対し紙指紋照合を行い、
紙の汚れや折れなどのために紙指紋の照合ができず、再登録を行い、図１７（Ｃ）を出力
する場合について説明する。
【０１３４】
　ステップＳ１６０１で、紙紋紙指紋情報照合タブ７０９（図７）がユーザにより押下さ
れた後にスタートキーが押下されると原稿をスキャンする（スキャンされる原稿例は図１
７（Ｂ）を参照。ここでは、紙指紋１に汚れがあることを示している）。ここで、紙紋情
報取得部５０７は、上述にもあるように、揮発性、もしくは消去可能な不揮発性のメモリ
を持った構成であり、入力されたＲＧＢの画像をページで、もしくはページの一部を格納
している。
【０１３５】
　ステップＳ１６０２において紙指紋の照合ができたかを判断する。これは、図１２の照
合フローにおいては、ステップＳ１２０１からステップＳ１２０４までの動作にあたる。
ここで照合できた場合には、ステップＳ１６０３において照合できた旨を表示しユーザに
伝える。図１２の照合フローにおいてはステップＳ１２０５の動作にあたる。



(16) JP 4886584 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

【０１３６】
　一方、ステップＳ１６０２で紙指紋の照合ができなかった場合は、ステップＳ１６０４
において紙指紋の再登録を促す表示をする。図１２の照合フローにおいては、ステップＳ
１２０６、ステップＳ１２０７の動作にあたる。
【０１３７】
　ステップＳ１６０５において、ユーザにより紙紋紙指紋情報登録タブ７０８が押下され
なかった場合は、そのまま終了する。紙紋紙指紋情報登録タブ７０８が押下され紙指紋を
再登録する場合には、ステップＳ１６０６で印刷トレイに原稿をのせるように指示する表
示を操作部１２の表示部に表示する。なお、ステップＳ１６０２にて紙指紋の照合ができ
なかったと判定された場合、ステップＳ１６０４およびＳ１６０５の処理を省いて、ステ
ップＳ１６０６へ移行するようにしてもよい。
【０１３８】
　次に、ステップＳ１６０７で、ユーザによりスタートボタンが押下されない場合には、
ステップＳ１６０８でスタートボタンが押下されるまでにある設定された時間がたったか
を監視する。そして、設定された時間がたった場合には、ステップＳ１６０９でタイムア
ウトした旨を操作部１２の表示部に表示し、図１４に示す紙指紋情報登録処理を実行する
ようユーザに促す。
【０１３９】
　一方、ステップＳ１６０８においてタイムアウトする前にスタートボタンが押下された
場合には、ステップＳ１６１０で紙指紋情報の登録処理を実行する。この時、ステップＳ
１６０１において紙指紋情報を取得するための画像情報（ページもしくはページの一部）
はメモリ内にある。したがって、図１４に示す紙指紋の登録処理フローのステップＳ１４
０１からステップＳ１４０３およびステップＳ１４０６は省略可能で、これらを実行せず
、ステップＳ１４０７へ移行して後続の処理を実行する。このようにして登録され、出力
された原稿の例は図１７（Ｃ）のようになる。　
　本形態では、ユーザは紙指紋情報の照合ができなかった場合に再度原稿をスキャンする
ことなく、新規に紙指紋情報の登録ができる。
【０１４０】
［第３の実施形態］
＜照合処理コマンドを受けた場合の処理方法＞
　図１８を参照し、紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５０８が、ＣＰＵ３０１から照
合処理コマンドを受けた場合の処理方法の一例について説明する。これは、図１２のステ
ップＳ１２０１からステップＳ１２０４までの照合結果を判定するまでの処理を、紙指紋
情報取得部５０７と符号抽出部５０８で行う場合の例である。
【０１４１】
　ステップＳ１８０１において、ＣＰＵ３０１は紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５
０８、もしくはどちらか一方に紙指紋照合コマンドを発行する。ここで、紙指紋情報取得
部５０７および、符号抽出部５０８は上述したように、揮発性、もしくは消去可能な不揮
発性のメモリ、及びＣＰＵやＡＳＩＣなどを含む構成である。　
　ステップＳ１８０２において、符号抽出部５０８は符号画像データを復号した復号デー
タ（紙指紋情報及び紙指紋情報の抽出位置情報）を紙指紋情報取得部５０７に送信する。
【０１４２】
　次いで、ステップＳ１８０３において、紙指紋情報取得部５０７は、符号抽出部５０８
より受信した復号データより紙指紋の位置情報を認識してスキャンされた紙より紙指紋情
報を取得する。そして、その紙指紋情報と符号抽出部５０８より取得した紙指紋情報との
照合を行う。　
　ステップＳ１８０４において、ＣＰＵ３０１に割り込みを行い、照合結果を通知する。
なお、紙指紋情報取得部５０７と符号抽出部５０８は同一のコントローラ上で実装するこ
とも可能である。
【０１４３】
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＜その他の実施形態＞
　本発明の他の実施形態として、複数の機器（例えばコンピュータ、インターフェース機
器、リーダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用することも、一つの機器から
なる装置（複合機、プリンタ、ファクシミリ装置など）に適用することも可能である。
【０１４４】
　また本発明の目的は、上述した実施形態で示したフローチャートの手順を実現するプロ
グラムコードを記憶した記憶媒体から、システムあるいは装置のコンピュータ（またはＣ
ＰＵやＭＰＵ）が、そのプログラムコードを読出し実行することによっても達成される。
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコードによって上述した実施形態の機能
を実現することになる。そのため、このプログラムコード及びプログラムコードを記録ま
たは記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体も本発明の一つを構成することになる。
即ち、画像処理プログラムも本発明の１つを構成する。
【０１４５】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標
）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。　
　また、前述した実施形態の機能は、コンピュータが、読み出したプログラムを実行する
ことによって実現される。このプログラムの実行とは、そのプログラムの指示に基づき、
コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行う場合も含
まれる。
【０１４６】
　さらに、前述した実施形態の機能は、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコン
ピュータに接続された機能拡張ユニットによっても実現することもできる。この場合、ま
ず、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボード
やコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。その後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行う。こうした機能拡張ボードや機能拡張ユニット
による処理によっても前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の一実施形態による画像形成システムの全体構成を示す図である。
【図２】同実施形態の画像形成装置の入出力デバイスの外観図である。
【図３】同実施形態の画像形成装置の全体構成を示す図である。
【図４】同実施形態におけるタイルデータを概念的に示す図である。
【図５】同実施形態におけるスキャナ画像処理部のブロック図である。
【図６】同実施形態におけるプリンタ画像処理部のブロック図である。
【図７】同実施形態における操作部のコピー画面の説明図である。
【図８】同実施形態における紙指紋情報取得処理のフローチャートである。
【図９】同実施形態における紙指紋情報照合処理のフローチャートである。
【図１０】同実施形態における紙指紋情報採取位置の一例を示す図である。
【図１１】同実施形態における符号画像データの合成例を示す図である。
【図１２】同実施形態における紙指紋情報照合処理のタブが押下された際のフローチャー
トである。
【図１３】図１２の紙指紋情報照合処理フロー中の操作部１２の表示画面を示す図である
。
【図１４】同実施形態における紙指紋情報登録処理のタブが押下された際のフローチャー
トである。
【図１５】同実施形態における符号画像データ上に合成する合成画像を示す図である。
【図１６】同実施形態における紙指紋照合失敗時に、再登録処理をする際のフローチャー
トである。
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【図１７】本発明の第２の実施形態におけるスキャンされる原稿を示す図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態における照合処理コマンドを受けた場合の処理方法を
示す図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０，２０，３０…画像形成層
　１１，２１，３１…コントローラ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ）
　１２，２２，３２…操作部
　１３，２３，３３…スキャナ
　１４，２４，３４…プリンタ
　４０…ＰＣ
　２０１…原稿フィーダ
　２０２…トレイ
　２０３，２０４，２０５…用紙カセット
　２０６…排紙トレイ
　１０００，１０１０，１０２０…用紙
　１００１，１０１１，１０２１，１０２２，１０２３…紙指紋
　１１０３，１１１３，１１２３…符号化情報（符号画像）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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